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当社に対する控訴の提起に関するお知らせ 

 

当社を被告とする訴訟に関して、平成 22 年 7 月 29 日付けで東京地方裁判所より判決の言

い渡しがありましたが、同判決を不服として控訴がなされ、平成 22年 9月 2日付けで控訴

状を受領しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 訴訟提起に至った経緯 

当社は、平成 21年 2月 19日開催の第 43回定時株主総会（以下、「本総会」）にお

いて、第１号議案「剰余金の処分の件」、第２号議案「定款一部変更の件」、第３号

議案「取締役 12名選任の件」、第４号議案「監査役 2名選任の件」、第５号議案「会

計監査人選任の件」、第６号議案「第 43 期(平成 19年 12 月 1 日から平成 20 年 11

月 30 日まで)計算書類承認の件」を決議いたしました。しかしながら当社の株主様

２名より、決議の取り消し及び損害賠償を求める訴訟が東京地方裁判所に提起され

ておりました。 

 

２． 一審の判決内容 

(1) 原告らの第６号議案の決議の取り消しを求める訴えをいずれも却下する 

(2) 原告らのその余の請求をいずれも棄却する 

(3) 訴訟費用は、負担割合に基づき原告と被告双方にて負担する 

 

３．  控訴の内容 

(1) 原判決主文第１項（一審の判決内容の(1)部分）を取り消す 

(2) 第６号議案の決議を取り消す 

(3) 被控訴人（当社）は、控訴人（株主様１名）に対し１００万円及び支払い済み

に至るまでの年５分の割合の金員を支払え 

(4) 訴訟費用は、第一審、第二審を通じて被控訴人の負担とする 



    

４．  今後の見通し 

現時点で当社の業績見通しに変更はございません。なお、控訴理由書を受領して

いないため、控訴に係る詳しい理由は不明ですが、引き続き当社の主張が認められ

るよう対応してまいります。今後、開示すべき事項が発生した場合には、適時に開

示いたします。 

 

 

 

以  上 


